
障害の社会モデル/心のバリアフリーについて

「障害」は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり、
社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるとする考え方

（「ユニバーサルデザイン2020行動計画」2017年2月ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定）

「障害の社会モデル」

「様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーション
をとり、支え合うこと」

（「ユニバーサルデザイン2020行動計画」2017年2月ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定）

＜「心のバリアフリー」体現のポイント＞

⑴ 障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障害の社会モデル」を理解すること。

⑵ 障害のある人(及びその家族)への差別(不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供)を行わないよう
徹底すること。

⑶ 自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、すべての人が抱える困難や痛み
を想像し共感する力を培うこと。

「心のバリアフリー」
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教育啓発特定事業とは
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旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集積している地区において、市町村が面的・一体的なバリアフリー
化の方針を示すもの。
具体的な事業化の動きがなくても、市町村全域にわたる方針を示すなど、地域におけるバリアフリー化の考え方を共有することが可能。

移動等円滑化に関する「心のバリアフリー」を推進するため、市町村又は施設設置管理者等（「市町村等」という。）が行う
次のいずれかの事業で、市町村が作成する基本構想に位置づけて実施するもの。
基本構想に位置づけることにより、市町村等は特定事業計画を作成し、当該計画に基づいて事業を実施することとなる。

• 移動等円滑化の促進に関する児童、生徒又は学生の理解を深めるために学校と連携して行う教育活動の実施に関する事業

○ 学校連携教育事業（イ号事業）

• 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進又は移動等円滑化の実施に
関するこれらの者の協力の確保のために必要な啓発活動の実施に関する事業

○ 理解協力啓発事業（ロ号事業）

✡学校の場を活用した市町村等によるバリアフリー教室

（障害当事者によるセミナーや車椅子サポート体験、

高齢者疑似体験等）の開催

✡旅客施設におけるバリアフリー教室の開催

等

✡障害当事者を講師とした住民向けバリアフリー講習会

やセミナーの開催

✡優先席や車椅子使用者用駐車施設の適正利用に

関するポスターの掲示

等

小学生による公共交通の
利用疑似体験

車椅子使用者用駐車施設等
の適正利用啓発ポスター

小学生へのトイレ利用マナーに
関するバリアフリー教室

※ 学校の教育活動との調和や教職員への過大な業務負担の防止を
図るため、連携対象である学校と十分に事前に協議することが重要

文部科学省共管

市町村等によるユニバーサ
ルマナーセミナー


